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共済組合では、産前産後休業・育児休業期間中は、組合員からの申出・請求に応じて、掛金（保険料）を全額免

除するほか、出産費や育児休業手当金（注１）の給付を行うこととなっています。 

産休・育休に係る手続を次のフロー図にまとめましたので、参考にしてください。 
 

（注１）育児休業手当金は、雇用保険法の規定による育児休業給付を受けることができる組合員については、共済

組合からの支給は行えないため、公共職業安定所（ハローワーク）等で手続をしてください。 
 
 

 

（注２）育児休業終了時に子が３歳未満かつ標準報酬の改定を希望する場合に提出 
（注３）育児休業終了時に子が３歳未満かつ標準報酬が下がる場合に提出 
（注４）月中途の復帰で、復帰月に育児休業手当金と給与が共に支給される場合のみ提出 
（注５）「育児休業支援手当金｣は、支給要件（配偶者の育児休業取得状況等）に該当する場合のみ追加で支給 
（注６）支給要件に該当する場合のみ提出（最長で子が２歳に達する日まで）

 休業期間 掛金 給付金 被扶養者

 
56 日前  
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前
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暇

 
 

42 日前

 掛
金
等
免
除
（
産
前
産
後
休
業
）

産前産後休業掛金 
免除申出書 
様式集§5-005

 
42 日間

 
 出産 

（出産予定日）  
産
後
休
暇

(産休期間が変更にな
ったとき) 
産前産後休業掛金 
免除変更申出書 
様式集§5-005

出
産
費

出産費請求書  
（子どもを被扶養者
認定したいとき） 
被扶養者申告書 
様式集§７-001

 様式集§12-001 又は

 56 日間 様式集§12-003

 直接支払制度利用の有無による

 
   

 

育
児
休
業

掛
金
等
免
除
（
育
児
休
業
）

育児休業等掛金免除 
申出書 
様式集§5-001
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手
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金

67 
％ 
支 

給

％
支
給

13
 

 
 

 

 
  

180 日  
50 
％ 
支

給

(手当金支給期間が変更にな

ったとき) 
育児休業手当金請求書

（休業期間変更・ 
支給期間延長用） 
様式集§10-028

 
  

１歳   
(育休期間が変更にな
ったとき) 
育児休業等掛金免除 
変更申出書 
様式集§5-001

※支給延長要件に該当

する場合のみ 
（最長で子が２歳に達

する日まで）

※ 
5

0 
％ 
支 
給

 
育児休業手当金 

請求書（休業期間変更・

支給期間延長用） 
様式集§10-028

 
 
 
 
 
 復帰  標準報酬育児休業等終

了時改定申出書(注２) 
様式集§4-001 
 

３歳未満の子を養育す
る旨の申出書(注３) 
様式集§4-007

報酬支給額証明書（注４） 
様式集§10-011

復帰後の夫婦の
年間収入を比較

し、被扶養者の
認定替えの要否
について、必ず

確認してくださ
い。

 
 　

経理貸付係　　　　　

（082）513-4955
短期給付係　　　　　

（082）513-4957

福利厚生事務の手引 
§４、§５

福利厚生事務の手引 
§10、§12

福利厚生事務の手引 
　　　　　§７

各書類に必要な添付書類
については、福利厚生事
務の手引を参照してくだ
さい。

育児休業手当金 
育児休業支援手当金 
請求書（初回請求用）（注５） 
様式集§10-023

育児時短勤務手当金請求書（注６）

様式集§10-042

育
児
休
業 

支
援
手
当
金

180 日間

28 日間


